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清
和
上
皇
の
諸
寺
歴
覧
に
つ
い
て

追

塩

千

尋

は
じ
め
に

清
和
天
皇
（
八
五
〇
～
八
八
〇
、
在
位
八
五
八
～
八
七
六
）
は
九
歳
で
即
位
し
、
二
十
七
歳
で
子
の
貞
明
親
王
（
陽
成
天
皇
）
に
譲
位
す

る
。
そ
の
後
三
十
歳
で
出
家
す
る
が
、
翌
年
三
十
一
歳
の
若
さ
で
没
す
る
。

九
歳
と
い
う
幼
少
時
の
即
位
で
あ
っ
た
た
め
、
外
祖
父
に
あ
た
る
藤
原
良
房
が
当
初
は
太
政
大
臣
と
し
て
、
応
天
門
の
変
（
八
六
六
年
）

以
後
は
摂
政
と
し
て
政
務
を
担
っ
た
。
陽
成
天
皇
も
即
位
時
は
清
和
同
様
九
歳
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
右
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
基
経
が
摂
政

の
役
割
を
果
た
し
た
。
清
和
は
、
い
わ
ゆ
る
前
期
摂
関
政
治
開
始
期
の
天
皇
・
上
皇
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

清
和
は
退
位
後
は
仏
教
に
傾
倒
し
出
家
に
ま
で
至
る
の
で
あ
る
が
、
死
の
一
年
ほ
ど
前
の
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
十
月
二
十
四
日
か
ら
翌

年
の
三
月
十
九
日
ま
で
の
約
半
年
間
、
大
和
を
中
心
に
十
三
ケ
寺
の
寺
院
を
歴
覧
す
る
。
こ
の
歴
覧
の
意
義
に
つ
い
て
、
堀
一
郎
・
堀
池
春

峰
・
新
城
常
三
ら
の
諸
氏
は
、
後
に
院
な
ど
が
盛
ん
に
行
っ
た
社
寺
参
詣
の
先
鞭
で
あ
り
か
つ
山
岳
仏
教
に
お
い
て
一
つ
の
画
期
を
な
す
と

さ
れ
て
い
る
（
1
）。

清
和
の
諸
寺
歴
覧
行
為
は
⽛
頭
陀
山
中
⽜（⽝
日
本
三
代
実
録
⽞〈
以
下
⽝
三
実
⽞〉
元
慶
三
年
〈
八
七
九
〉
十
月
二
十
日
条
、
同
元
慶
四
年
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十
二
月
四
日
条
の
清
和
上
皇
崩
伝
〈
以
下
⽝
崩
伝
⽞〉）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
見
遊
山
的
な
も
の
で
は
な
く
、
山
林
抖
擻
行
と
さ
れ
て

い
る
（
2
）。
そ
の
点
で
は
、
後
の
院
政
期
の
皇
族
・
貴
族
ら
が
行
っ
た
諸
寺
参
詣
と
の
質
的
違
い
を
見
出
せ
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
こ
と
の
確

認
も
検
討
課
題
と
な
ろ
う

清
和
上
皇
の
頭
陀
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
が
不
明
な
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
が
こ
れ
ま
で
本
格
的
検
討
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
最
近
花
川
真
子
氏
が
こ
の
課
題
に
つ
い
て
、
清
和
の
巡
礼
は
当
時
の
山
林
修
行
重
視
や
五
台
山
巡
礼
の
影
響
な
ど
を
受
け
て
行
な
わ

れ
た
と
す
る
研
究
を
発
表
さ
れ
た
（
3
）。
氏
の
意
を
尽
く
し
た
研
究
に
よ
り
、
本
稿
の
意
味
は
ほ
ぼ
無
く
な
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
当
然
と
し
て
も
、
位
置
付
け
や
重
点
の
置
き
方
な
ど
に
拙
稿
と
は
違
い
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
互
い
が
論
じ
て

い
な
い
と
こ
ろ
を
補
い
合
う
こ
と
に
よ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
、
あ
え
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
屋
上

屋
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
を
甘
受
し
つ
つ
、
以
下
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

⽝
崩
伝
⽞
で
は
、
清
和
は
⽛
名
山
仏
壠
⽜
を
歴
覧
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。⽛
仏
壠
⽜
と
い
う
熟
語
は
管
見
で
は
見
出
し
て
い
な
い
が
、
随
行

し
た
宗
叡
の
卒
伝
で
は
⽛
名
山
仏
寺
⽜
と
あ
る
の
で
（⽝
三
実
⽞
元
慶
八
年
〈
八
八
四
〉
三
月
二
十
六
日
条
の
宗
叡
卒
伝
）、⽛
仏
寺
⽜
と
い
う

意
味
に
解
し
て
お
く
。
ま
た
、⽝
崩
伝
⽞
を
圧
縮
し
た
形
の
⽝
後
拾
遺
往
生
伝
⽞（
三
善
為
康
撰
、
十
二
世
紀
前
半
）
所
載
の
清
和
伝
（
下
の

一
)
（
4
）

で
は
、
そ
の
部
分
は
⽛
歴
覧
名
山
、
帰
仰
仏
壠
⽜
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
解
釈
も
参
考
に
し
て
、⽛
名
山
仏
壠
⽜
を
⽛
名
山
と
仏
壠

（
仏
寺
）⽜
で
は
な
く
、⽛
名
山
所
在
の
仏
寺
⽜
を
歴
覧
し
た
、
と
解
釈
し
て
お
く
。

本
稿
で
は
清
和
の
諸
寺
歴
覧
の
実
態
に
可
能
な
限
り
迫
る
こ
と
に
よ
り
、
名
山
及
び
名
山
所
在
の
仏
寺
の
中
身
や
歴
覧
の
目
的
・
意
義
な

ど
を
通
じ
て
九
世
紀
後
半
の
仏
教
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

使
用
史
料
は
⽝
三
実
⽞
及
び
⽝
三
実
⽞
所
載
の
⽝
崩
伝
⽞
を
中
心
と
す
る
。
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一
、
諸
寺
歴
覧
の
前
提

（
一
）
出
発
ま
で

頭
陀
行
に
お
け
る
行
脚
に
は
乞
食
托
鉢
が
伴
う
の
で
あ
る
が
、清
和
が
そ
う
し
た
こ
と
を
行
わ
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
か
、

陽
成
天
皇
は
出
発
前
に
大
和
国
に
米
百
斛
を
準
備
さ
せ
清
和
院
に
収
め
さ
せ
た
（⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
十
月
二
十
日
条
）。
清
和
院
は
染
殿
と

も
呼
ば
れ
た
建
物
の
こ
と
で
、
藤
原
良
房
邸
に
隣
接
し
て
設
け
ら
れ
た
清
和
上
皇
の
御
所
（
現
京
都
御
苑
仙
洞
御
所
北
辺
）
で
あ
る
。
さ
ら

に
陽
成
は
、
綿
二
〇
〇
〇
屯
と
銭
百
貫
文
を
路
中
の
費
用
と
し
て
粟
田
院
に
奉
じ
た
（⽝
三
実
⽞
同
年
十
月
二
十
三
日
条
）。
粟
田
院
は
清
和

の
た
め
に
藤
原
基
経
が
造
営
し
た
山
荘
で
、
粟
田
口
（
京
都
市
東
山
区
）
付
近
に
所
在
し
て
い
た
。
清
和
は
出
家
の
際
に
清
和
院
か
ら
粟
田

院
に
移
り
、
そ
こ
で
出
家
す
る
（⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
五
月
四
日
・
五
月
八
日
条
）。
粟
田
院
は
そ
の
後
寺
に
改
め
ら
れ
、
円
覚
寺
と
な
っ
た
。

清
和
は
出
家
後
は
そ
の
ま
ま
粟
田
院
に
滞
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
陽
成
が
歴
覧
費
用
と
し
て
米
百
斛
を
清
和
院
に
収
め
さ
せ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
清
和
は
清
和
院
と
粟
田
院
を
行
き
来
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
粟
田
院
は
清
和
院
か
ら
南
東
二
キ
ロ
ほ
ど
の
所
に

あ
っ
た
の
で
、
往
来
は
容
易
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
行
脚
に
際
し
て
さ
ら
に
、
護
衛
・
警
備
が
用
意
さ
れ
た
。
右
大
臣
基
経
は
六
衛
府
に
行
幸
の
警
備
を
命
じ
（⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
十

月
二
十
二
日
条
）、
出
発
当
日
で
あ
る
二
十
四
日
に
は
参
議
左
衛
門
督
源
能
有
率
い
る
六
衛
府
官
人
た
ち
が
揃
え
ら
れ
、
能
有
を
含
め
合
計
三

十
五
人
ほ
ど
に
な
っ
た
（
5
）。
後
に
宇
多
上
皇
が
平
安
京
近
郊
を
遊
猟
し
、
そ
の
つ
い
で
に
大
和
・
河
内
・
摂
津
な
ど
へ
行
幸
し
た
際
に
は
、
随

行
者
は
近
臣
な
ど
二
十
二
人
を
含
め
て
五
十
人
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
（⽝
扶
桑
略
記
⽞
昌
泰
元
年
〈
八
九
八
〉
十
月
二
十
一
日
条
）、
清
和
の

護
衛
の
数
は
過
剰
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
宇
多
は
そ
の
行
幸
の
際
に
奈
良
の
法
華
寺
に
立
ち
寄
り
、
綿
二
百
屯
を
施
入
し
て
い
る
（⽝
扶
桑

略
記
⽞
同
年
十
月
二
十
四
日
条
）。
綿
の
施
入
料
が
一
ケ
寺
当
り
二
百
屯
と
す
る
な
ら
、
清
和
は
十
ケ
寺
分
ほ
ど
用
意
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
清
和
の
歴
覧
寺
院
数
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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清
和
は
結
局
源
能
有
及
び
能
有
率
い
る
六
衛
府
官
人
の
護
衛
を
辞
退
し
、
寵
臣
で
あ
っ
た
在
原
行
平
と
藤
原
山
蔭
の
み
を
従
わ
せ
た
（⽝
三

実
⽞
元
慶
三
年
十
月
二
十
四
日
条
）。
他
に
引
導
役
と
し
て
僧
の
宗
叡
が
随
行
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（⽝
三
実
⽞
元
慶
八
年
三
月
二
十
六

日
条
宗
叡
卒
伝
）。
史
料
に
依
る
限
り
、
一
行
は
清
和
を
含
め
て
も
四
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
に
雑
役
を
担
う
者
が
何
人
か
随
行
し
た

と
し
て
も
、
十
人
を
越
え
な
い
規
模
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
質
素
を
重
ん
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
清
和
の
配
慮
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
（
6
）、
実
際
に
は
大
和
国
に
米
百
斛
を
準
備
さ
せ
た
よ
う
に
必
要
が
あ
れ
ば
現
地
の
国
司
が
色
々
と
采
配
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
随
行
者
に
つ
い
て

前
節
で
は
史
料
で
確
認
で
き
る
随
行
者
は
、
在
原
行
平
・
藤
原
山
蔭
・
宗
叡
の
三
人
で
あ
る
と
し
た
。
い
ず
れ
も
清
和
と
深
い
繋
が
り
が

あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
少
々
述
べ
て
お
き
た
い
。

Ａ
、
藤
原
山
蔭
（
八
二
四
～
八
八
八
）

山
蔭
は
随
行
時
の
肩
書
き
は
⽛
太
上
天
皇
宮
別
当
⽜、
す
な
わ
ち
院
別
当
で
あ
っ
た
（⽝
三
実
⽞
元
慶
元
年
閏
二
月
十
五
日
条
）。
清
和
が
陽

成
に
譲
位
し
た
後
、
山
蔭
は
清
和
に
仕
え
る
た
め
帯
び
て
い
た
右
近
衛
中
将
・
右
大
弁
の
辞
退
を
再
三
申
し
出
た
。
右
近
衛
中
将
職
の
辞
退

は
認
め
ら
れ
た
が
（⽝
三
実
⽞
元
慶
元
年
一
月
五
日
条
）、
右
大
弁
職
の
辞
退
は
認
め
ら
れ
ず
（⽝
三
実
⽞
元
慶
元
年
閏
二
月
十
三
日
条
）、
以

後
は
右
大
弁
を
兼
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
清
和
が
出
家
し
た
際
に
山
蔭
は
二
回
に
わ
た
り
致
仕
を
申
し
出
た
が
、
結
局
は
不
許

可
で
あ
っ
た
（⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
五
月
十
八
日
・
二
十
九
日
条
）。
こ
う
し
た
行
為
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
蔭
は
清
和
へ
傾
倒
し
て
い

た
忠
臣
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
山
蔭
は
歴
覧
寺
院
の
選
定
に
も
一
定
程
度
関
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
清
和
の
歴
覧
寺
院
の
中
心
は
、
後
述
の
よ
う
に
吉
野
山

中
の
寺
院
で
あ
っ
た
。
山
蔭
は
貞
観
元
年（
八
五
九
）に
滋
岳
川
人
ら
と
共
に
吉
野
の
高
山
に
派
遣
さ
れ
、虫
害
防
止
の
た
め
の
祭
礼
を
行
っ

て
い
る
（⽝
三
実
⽞
貞
観
元
年
八
月
三
日
条
）。
吉
野
の
高
山
と
は
ど
こ
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
高
山
と
は
承
和
三
年
（
八
三
六
）
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に
指
定
さ
れ
た
と
さ
れ
る
七
高
山
の
こ
と
で
、
吉
野
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
七
高
山
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
清
和

の
歴
覧
に
先
立
っ
て
山
蔭
は
吉
野
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、山
蔭
の
関
与
が
う
か
が
え
る
も
う
一
ケ
寺
は
、

摂
津
の
勝
尾
寺
で
あ
る
。
山
蔭
は
歴
覧
当
時
、
同
じ
攝
津
国
内
の
総
持
寺
の
建
立
に
関
わ
っ
て
い
た
。
勝
尾
寺
と
総
持
寺
は
距
離
的
に
も
近

か
っ
た
が
、
勝
尾
寺
選
定
と
総
持
寺
建
立
と
は
少
な
か
ら
ず
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
後
述
し
た
い
。

Ｂ
、
在
原
行
平
（
八
一
八
～
八
九
三
）

行
平
も
清
和
の
側
近
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
目
崎
徳
衛
氏
は
そ
う
み
な
さ
れ
る
理
由
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
7
）。
第
一
は
行

平
の
娘
文
子
が
清
和
の
後
宮
に
入
り
、
貞
数
親
王
（
八
七
五
～
九
一
六
）
ら
を
生
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
行
平
は
清
和
の
義
父
と
い
う
関

係
に
あ
っ
た
。
第
二
は
、
明
証
は
無
い
が
行
平
も
院
別
当
か
少
な
く
と
も
山
蔭
よ
り
先
輩
の
上
皇
側
近
者
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
。
第
三
は
、

行
平
が
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
に
参
議
か
ら
蔵
人
頭
に
補
任
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
通
常
と
は
逆
の
昇
進
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
清
和
親
政

を
に
ら
ん
だ
清
和
の
意
志
・
希
望
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。

清
和
と
行
平
は
近
親
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
随
行
に
際
し
て
の
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
加
え
て
、
次
に
述
べ
る
宗
叡
の
師

の
一
人
が
行
平
の
叔
父
に
あ
た
る
真
如
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
考
慮
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
、
宗
叡
（
八
〇
九
～
八
八
四
）

花
川
氏
は
清
和
の
山
林
修
行
へ
の
深
い
関
心
に
影
響
を
与
え
た
人
物
は
宗
叡
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
8
）。
そ
の
指
摘
に
異
論
は
無
い
が
、
確
認

的
意
味
で
以
下
述
べ
て
お
き
た
い
。

宗
叡
は
比
叡
山
で
義
真
か
ら
天
台
、
円
珍
か
ら
密
教
、
東
寺
の
実
恵
か
ら
金
剛
界
法
、
禅
林
寺
の
真
紹
か
ら
阿
闍
梨
位
灌
頂
を
受
け
、
東

寺
長
者
な
ど
を
務
め
た
天
台
・
真
言
系
の
密
教
僧
で
あ
る
。
前
述
し
た
⽝
三
実
⽞
の
卒
伝
に
よ
る
と
、
清
和
の
立
太
子
（
嘉
祥
三
年
〈
八
五

〇
〉）
の
時
か
ら
入
侍
し
、
清
和
が
譲
位
後
仏
道
に
専
念
し
た
際
の
師
で
あ
り
、
出
家
の
時
の
戒
師
で
も
あ
っ
た
。
宗
叡
の
よ
う
に
天
皇
に
近

侍
し
祈
禱
な
ど
を
行
う
僧
は
後
に
護
持
僧
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
先
蹤
と
さ
れ
真
雅
（
八
〇
一
～
八
七
九
）
や
恵
亮
（
八
〇
二
～
八
六
〇
）
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な
ど
も
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
た
僧
侶
と
さ
れ
る
（
9
）。

清
和
歴
覧
時
に
は
真
雅
・
恵
亮
と
も
に
没
し
て
い
た
の
で
、
宗
叡
が
随
行
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
七
十
一
歳

と
高
齢
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
選
定
さ
れ
た
の
は
、⽛
頭
陀
行
⽜
を
行
う
に
は
宗
叡
が
適
任
で
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
宗
叡
は

師
の
真
如
と
共
に
入
唐
し
（
八
六
二
～
八
六
六
）、
当
地
で
頭
陀
行
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
10
）。
ま
た
、
卒
伝
で
は
年
次
は
不
明
な
が
ら
も

白
山
に
入
山
し
仏
道
修
行
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
吉
田
一
彦
氏
は
、
白
山
の
歴
史
は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
泰
澄
か
ら
で
は
な

く
宗
叡
か
ら
始
め
ら
れ
る
べ
き
、
と
も
さ
れ
る
（
11
）。

清
和
の
諸
寺
歴
覧
に
お
い
て
、
頭
陀
行
・
山
林
抖
擻
の
経
験
者
で
あ
っ
た
宗
叡
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

二
、
歴
覧
の
様
相

清
和
が
歴
覧
し
た
寺
院
の
個
別
の
問
題
や
頭
陀
行
の
具
体
的
様
相
な
ど
に
つ
い
て
、花
川
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
は
多
い
（
12
）。
た
だ
、

史
料
の
制
約
も
あ
る
が
、
ま
だ
論
ず
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
歴
覧
の
様
相
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
歴
覧
寺
院

清
和
が
歴
覧
し
た
寺
院
は
十
三
ケ
寺
と
し
た
が
、
そ
の
内
訳
を
示
す
史
料
の
一
つ
が
⽝
崩
伝
⽞
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
貞
観
寺
（
山
城
）・

東
大
寺
・
香
山
寺
・
神こ

う

野の

寺
・
比
蘇
寺
・
龍
門
寺
・
大
瀧
寺
（
以
上
大
和
）・
勝
尾
山
（
摂
津
）・
海
印
寺
（
山
城
）・
水
尾
山
（
丹
波
）、
の

十
ケ
寺
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
配
列
は
歴
覧
順
と
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
史
料
が
、
清
和
の
五
七
日
忌
の
た
め
に
清
和
院
と
諸
寺
に
功
徳
を
修
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
記
事
で
あ
る
（⽝
三
実
⽞
元
慶
五

年
一
月
七
日
条
）。
そ
こ
で
は
、
歴
覧
し
た
諸
寺
と
し
て
右
記
の
十
ケ
寺
に
粟
田
寺
（
山
城
）・
法
輪
寺
・
和
堂
寺
（
い
ず
れ
も
大
和
）
の
三
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ケ
寺
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
は
国
毎
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
海
印
寺
は
粟
田
・
貞
観
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に

は
歴
覧
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
粟
田
寺
に
つ
い
て
は
⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
十
月
二
十
三
日
条
に
粟
田
院
か
ら
粟
田
寺
に
宿
し
た
と
あ
る
の

で
、
粟
田
院
か
ら
程
近
い
場
所
に
あ
っ
た
寺
院
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
十
三
ケ
寺
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
を
ま
と
め
た
の
が
、
次
の
⽛
歴
覧
寺
院
一
覧
⽜
表
で
あ
る
。
括
弧
内
の
記
述
は
推
測
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。

十
三
ケ
寺
中
不
明
な
の
が
法
輪
寺
と
和
堂
寺
で
あ
る
。
法
輪
寺
は
備
考
欄
に
記
し
た
よ
う
に
、
福
山
敏
男
氏
は
軽
寺
を
当
て
て
い
る
（
13
）。
軽

寺
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
推
古
朝
の
賀
留
大
臣
玄
理
の
創
建
と
さ
れ
る
寺
と
な
る
。
軽
寺
が
通
称
で
法
輪
寺
が
正
式
寺
号
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
清
和
の
歴
覧
時
ま
で
軽
寺
を
法
輪
寺
と
す
る
事
例
が
見
出
せ
な
い
の
が
比
定
に
際
し
て
の
一
つ
の
難
点
で
あ
る
。

少
し
後
の
時
期
に
な
る
が
、
藤
原
道
長
は
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
年
に
金
峰
山
参
詣
の
際
に
軽
寺
に
宿
泊
し
、
翌
日
に
は
壺
坂
寺
に
宿

泊
し
て
い
る
（⽝
御
堂
関
白
記
⽞
同
年
八
月
五
日
・
六
日
条
）。
軽
寺
か
ら
壺
坂
寺
へ
の
移
動
は
ほ
ぼ
一
日
が
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
14
）。
壺
坂
寺
か
ら
比
蘇
寺
へ
は
三
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
輪
寺
＝
軽
寺
と
し
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
比
蘇
寺
へ
の
移
動
も
ほ
ぼ

一
日
が
か
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
事
か
ら
、
法
輪
寺
を
軽
寺
に
比
定
し
て
も
位
置
的
に
は
支
障
は
無
い
と
は
い
え
る
が
、
一

つ
の
仮
説
に
止
め
て
お
き
た
い
。

次
の
和
堂
寺
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
不
明
で
あ
る
。
記
載
順
か
ら
す
る
な
ら
、
龍
門
寺
と
大
瀧
寺
の
間
に
所
在
し
て
い
た
寺

院
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
吉
野
郡
所
在
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
そ
れ
以
上
の
情
報
は
得
が
た
い
。
た
だ
、
和
堂
は
そ
の
名
称
か
ら
し

て
、
寺
号
と
い
う
よ
り
は
寺
院
付
属
の
一
堂
舎
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
龍
門
寺
あ
る
い
は
大
瀧
寺
い
ず
れ
か
に
付
属
し
て

い
た
比
較
的
自
立
性
の
高
い
一
堂
舎
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
龍
門
寺
・
大
瀧
寺
と
も
に
清
和
歴
覧
時
の
伽
藍
規
模
な

ど
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
（
15
）、
こ
れ
以
上
踏
み
込
む
こ
と
は
避
け
た
い
。

そ
の
龍
門
寺
に
関
し
て
、
葛
野
王
（
大
友
皇
子
の
子
、
六
六
九
～
七
〇
五
）
に
よ
る
⽝
懐
風
藻
⽞
所
載
の
⽛
遊
龍
門
山
⽜
と
題
す
る
漢
詩
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表 ⽛歴覧寺院一覧⽜（歴覧順）

国 寺院名 所在地 本尊など 備考（開基・宗派・所在の
山など）

山城 粟田寺 京都市東山区粟田口 不詳 粟田氏の氏寺か
貞観寺 京都市伏見区瓦町辺 不詳（毘盧遮

那仏または尊
勝如来か）

密教。850 年清和誕生に際
して創建

大和 東大寺 奈良市雑司町 毘盧遮那仏 華厳宗、前身は金鐘寺
香山寺 奈良市春日山中 薬師如来 ⚘世紀半ばには存在。春

日山の一峰である香山。
神野寺 奈良県山辺郡山添村 薬師如来 755 年が地名⽛蔛

こ

小
お

野
の

⽜の
初見。真言宗。神野山。

法輪寺 （奈良県高市郡辺か） （薬師如来） 軽寺（686 年初見、高市郡
大軽町）比定説あり

比蘇寺 奈良県吉野郡大淀町 （阿弥陀如来） 飛鳥時代後期。吉野山麓
龍門寺 奈良県吉野郡吉野町 不詳 義淵（？～728）建立伝承。

竜門岳。
和堂寺 （奈良県吉野郡辺か） 不詳 不詳（龍門あるいは大瀧寺

の堂舎の一つか）
大瀧寺 奈良県吉野郡川上村 不詳 不詳。青根ケ峰山麓。

摂津 勝尾寺 大阪府箕面市 十一面観音 開成皇子（724～781）。真
言宗。最勝ケ峰の麓。

山城 海印寺 京都府長岡京市 毘盧遮那仏か 道雄（？～851）、⚙世紀半
ば創建。華厳・真言の道
場。木

この

上
かみ

山
やま

。

丹波 水尾山寺 京都市右京区嵯峨水尾 観音（⽝山州
名跡志⽞巻八）

不詳。清和、終焉の場と定
める。
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が
、
史
料
に
登
場
す
る
龍
門
の
早
い
例
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
仙
人
の
居
る
と
こ
ろ
に
入
り
た
い
、
と
い
う
願
望
が
詠
わ
れ
て
お
り
、
龍
門

は
後
に
は
三
仙
人
（
久
米
・
陽
勝
・
大
伴
仙
）
修
行
の
場
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
く
。
仏
道
修
行
の
場
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
空
海
が

弟
子
真
泰
宛
て
た
書
簡
（⽝
高
野
雑
筆
集
⽞
下
所
収
）
に
、
龍
門
で
修
行
中
の
真
泰
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
空
海
は
真
泰
を
気
遣
い
修

行
に
必
要
な
物
を
送
っ
た
の
で
あ
る
が
、
真
泰
は
既
に
龍
門
を
離
れ
長
谷
を
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
龍
門
が

一
般
的
に
は
吉
野
の
龍
門
寺
、
長
谷
が
奈
良
の
長
谷
寺
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
16
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
九
世
紀
初
頭
に
は
龍
門
は
仏
道
修
行
の
場
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
高
野
山
の
圏
内
で
あ
っ
た
紀
伊
の
竜
門
・
長
谷
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
（
17
）、
後
考
を
待
ち
た
い
。

な
お
、
清
和
が
終
焉
の
地
と
定
め
た
水
尾
及
び
水
尾
山
寺
に
つ
い
て
も
、
清
和
期
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
水
尾
に
関
す
る
専
論
と
い
え

る
の
は
、
戦
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
北
山
伊
一
氏
の
⽝
清
和
天
皇
と
水
尾
⽞
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
光
仁
天
皇
の
行
幸
や
桓
武
天
皇
の

遊
猟
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
東
の
八
瀬
大
原
に
対
し
西
の
清
浄
幽
邃
境
と
し
て
大
宮
人
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
清

和
が
隠
棲
し
た
必
然
性
が
記
述
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
18
）。
北
山
氏
以
後
の
水
尾
お
よ
び
水
尾
山
寺
に
関
す
る
記
述
を
見
て
も
、
清
和
期
に

限
る
な
ら
北
山
氏
の
記
述
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
（
19
）。

（
二
）
順
路
・
行
程
な
ど

前
節
の
表
に
掲
げ
た
順
に
行
程
を
図
示
す
る
な
ら
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
同
様
の
図
は
瀧
浪
貞
子
氏
も
作
成
し
て
い
る
た
め
（
20
）、
そ
れ
を
基

に
し
な
が
ら
も
他
の
寺
院
や
行
程
距
離
な
ど
を
補
足
し
て
み
た
。
前
節
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
和
が
出
発
に
際
し
て
粟
田
院
か
ら
粟
田

寺
へ
と
移
動
す
る
が
、
そ
れ
は
十
月
二
十
日
か
ら
十
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
で
あ
る
。
二
十
四
日
の
出
発
は
粟
田
寺
、
貞
観
寺
い
ず
れ
か
ら

な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
応
、
二
十
四
日
は
粟
田
寺
を
出
発
し
貞
観
寺
に
向
か
っ
た
、
と
し
て
お
き
た
い
。

貞
観
寺
は
清
和
誕
生
の
時
に
加
持
に
奉
仕
し
た
真
雅
と
藤
原
良
房
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
清
和
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
。
そ
こ
で
頭
陀
行
を
お

こ
な
っ
た
の
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
が
、
身
支
度
を
整
え
る
こ
と
以
上
の
意
味
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、



― 149 ―

（
一
〇
）

― 148 ―

北海学園大学人文論集 第 65 号(2018 年⚘月)清和上皇の諸寺歴覧について（追塩）

水尾山寺

勝尾寺

東大寺

比蘇寺

粟田山荘
（円覚寺）

貞観寺
海印寺

神野寺

（法輪寺）

龍門寺

大瀧寺

（和堂寺）

香山寺

13.6K

13.2K
42K

76K　

9K

10K

38K

8.7K

6K

丹 波

和 泉

河 内

紀 伊
大 和

摂 津

山
城

近
江

図 清和上皇諸寺歴覧図



― 149 ―― 148 ―

（
一
一
）

北海学園大学人文論集 第 65 号(2018 年⚘月)清和上皇の諸寺歴覧について（追塩）

粟
田
寺
・
貞
観
寺
は
頭
陀
行
を
行
っ
た
寺
院
か
ら
は
外
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
水
尾
山
寺
も
帰
還
し
た
際
の
寺
院
で
あ
る
の
で
、
同
様
に

外
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら
三
ケ
寺
を
除
い
た
十
ケ
寺
が
頭
陀
行
を
行
っ
た
寺
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

総
距
離
は
直
線
に
し
て
二
一
七
キ
ロ
ほ
ど
に
な
る
。
す
べ
て
陸
路
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
河
川
な
ど
を
含
め
る
と
、
総
距
離
は
ゆ

う
に
三
百
キ
ロ
は
越
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
和
に
向
け
て
の
実
質
的
な
出
発
地
で
あ
っ
た
貞
観
寺
は
鴨
川
へ
は
一
キ
ロ
強
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
所

在
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
水
路
で
奈
良
に
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鴨
川
は
桂
川
と
合
流
し
淀
川
と
な
り
、
淀
川
の
一
分
流
が
奈
良
に

向
か
う
木
津
川
と
な
る
。
木
津
川
は
現
在
の
木
津
川
市
辺
り
で
東
に
大
き
く
蛇
行
す
る
が
、
一
行
は
そ
こ
で
下
り
て
陸
路
で
奈
良
に
向
か
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
奈
良
の
最
初
の
寺
が
東
大
寺
で
あ
っ
た
の
は
、京
都
か
ら
奈
良
へ
の
入
口
近
く
に
位
置
し
て
い
た
寺
で
あ
っ
た
た
め
、

と
い
う
点
で
も
納
得
し
え
る
。
ま
た
、
帰
路
の
勝
尾
・
海
印
・
水
尾
山
寺
へ
は
平
野
川
・
淀
川
・
桂
川
な
ど
を
利
用
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

十
ケ
寺
の
滞
在
期
間
も
定
か
で
は
な
い
が
、⽛
或
処
留
住
。
踰
旬
乃
去
⽜（⽝
崩
伝
⽞）
と
あ
る
の
で
、
一
ケ
寺
平
均
十
日
間
程
で
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
出
発
か
ら
帰
還
ま
で
の
期
間
が
一
五
〇
日
間
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
、
一
ケ
寺
十
日
間
ほ
ど
と
し
て
も
移
動
時
間
を
含
め
る

と
納
得
し
え
る
期
間
と
い
え
よ
う
。

三
、
寺
院
の
選
定

（
一
）
選
定
の
基
準

頭
陀
行
の
対
象
と
さ
れ
た
寺
院
は
無
作
為
で
は
な
く
、
選
定
に
は
一
定
の
必
然
性
や
背
景
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
選
定
の
必
然
性
が
う

か
が
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
寺
院
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

東
大
寺
が
大
和
国
の
歴
覧
寺
院
の
最
初
に
選
ば
れ
た
の
は
、
旧
平
城
京
へ
の
京
都
側
か
ら
の
入
口
近
く
の
寺
院
と
い
う
地
理
的
理
由
や
、

鎮
護
国
家
の
代
表
的
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
歴
覧
の
ス
タ
ー
ト
と
し
て
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
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う
。
清
和
朝
に
お
け
る
東
大
寺
の
大
き
な
出
来
事
は
、
地
震
で
落
下
し
た
大
仏
の
仏
頭
の
修
理
が
完
成
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
仏
の
仏
頭

は
斉
衡
二
年
（
八
五
五
、
清
和
の
皇
太
子
時
代
）
の
地
震
で
落
下
し
た
（
21
）。
そ
の
修
理
作
業
は
真
如
を
中
心
に
進
め
ら
れ
完
成
し
、
貞
観
三
年

（
八
六
一
）
に
供
養
大
仏
会
が
行
わ
れ
た
（
22
）。
そ
の
法
会
に
は
天
皇
の
参
列
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
清
和
の
行
幸
は
無

か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
佐
伯
有
清
氏
は
、
清
和
は
当
時
ま
だ
十
二
歳
の
幼
帝
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
盛
典
に
紛
れ
て
清
和
の
身
に
不
測
の

事
態
が
起
こ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
良
房
の
深
謀
に
よ
る
も
の
、
と
推
測
し
て
い
る
（
23
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
清
和
に
は
本
来
は
行
幸
し
て
修
理
の
完
成
を
見
届
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
一
種
の
負

い
目
の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
修
理
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
歴
覧
に
随
行
し
て
い
た
宗
叡
の
師
で
あ

る
真
如
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
宗
叡
が
供
養
大
仏
会
に
参
列
し
た
形
跡
は
見
出
せ
な
い
た
め
、
宗
叡
自
身
、
師
が
完

成
さ
せ
た
修
理
の
状
況
を
見
て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
供
養
大
仏
会
の
際
に
は
随
行
者

の
在
原
行
平
も
俗
行
事
検
校
の
一
人
と
し
て
参
加
し
て
い
た
し
、
東
大
寺
の
俗
別
当
も
勤
め
て
い
た
よ
う
に
（
24
）、
東
大
寺
と
の
関
係
は
浅
か
ら

ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。

東
大
寺
が
選
定
さ
れ
た
理
由
が
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
頭
陀
行
の
場
と
い
う
よ
り
は
表
敬
訪
問
的
意

味
合
い
が
強
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
東
大
寺
で
頭
陀
行
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
日
程
的
に
齟
齬
は
来
た
さ
な
い
が
、
行
わ
れ
た
可
能
性
は
低

い
と
考
え
ら
れ
る
。

東
大
寺
選
定
が
右
記
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
本
格
的
な
頭
陀
行
は
春
日
山
中
の
香
山
寺
と
そ
の
延
長
上
に
位
置
す
る
神
野
寺

か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
香
山
寺
に
つ
い
て
は
以
前
言
及
し
た
こ
と
が
あ
り
（
25
）、
新
薬
師
寺
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
現
在
で
も
議
論

が
継
続
さ
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
地
理
的
に
は
東
大
寺
に
近
か
っ
た
こ
と
、東
大
寺
の
付
属
寺
院
的
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
、

の
二
点
を
確
認
し
、
頭
陀
行
が
香
山
寺
か
ら
始
め
ら
れ
た
理
由
と
し
て
お
き
た
い
。
次
の
神
野
寺
は
、
香
山
寺
か
ら
東
に
直
線
距
離
に
し
て

十
キ
ロ
ほ
ど
の
神
野
山
の
山
中
所
在
の
寺
院
で
あ
る
。
猪
熊
兼
繁
氏
は
、
香
山
と
神
野
山
に
春
日
四
所
明
神
を
祀
る
神
社
が
存
在
し
て
い
た
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こ
と
か
ら
、
両
山
の
一
体
性
に
注
目
し
て
い
る
（
26
）。
そ
の
こ
と
を
、
香
山
寺
か
ら
神
野
寺
に
至
る
必
然
性
を
考
え
る
際
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

頭
陀
行
の
中
心
は
吉
野
山
中
の
寺
院
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
随
行
者
の
藤
原
山
蔭
が
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
滋
岳
川

人
ら
と
共
に
吉
野
の
高
山
に
派
遣
さ
れ
虫
害
防
止
の
た
め
の
祭
礼
を
行
っ
て
い
た
よ
う
に
、
吉
野
登
山
の
経
験
者
が
い
た
こ
と
。
ま
た
、
宗

叡
が
山
林
抖
擻
の
経
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
要
素
を
吉
野
の
選
定
理
由
と
し
て
あ
げ
て
お
き
た
い
。
加
え
て
、
清
和
は
吉
野
の
深
山

で
修
行
し
て
い
た
道
珠
を
召
し
、
数
日
間
留
め
て
布
・
米
な
ど
を
施
し
優
礼
し
た
（
27
）。
そ
こ
で
は
、
清
和
の
関
心
は
道
珠
の
修
行
形
態
の
⽛
修

験
⽜
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。⽛
修
験
⽜
の
語
の
初
例
と
さ
れ
る
出
来
事
で
あ
る
が
、
当
時
深
山
で
の
修
行
が
⽛
修
験
⽜
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
、
清
和
自
身
そ
う
し
た
修
行
形
態
へ
の
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

吉
野
の
寺
院
の
歴
覧
後
は
、
水
尾
山
寺
に
向
け
て
の
帰
還
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
途
中
、
長
岡
京
市
の
海
印
寺
が
選
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、
帰
路
に
際
し
て
淀
川
か
ら
桂
川
へ
と
い
う
水
路
の
一
部
利
用
が
予
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
図
で
は
大
瀧
寺
か
ら
一
気

に
勝
尾
寺
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
来
は
淀
川
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

勝
尾
寺
所
在
の
箕
面
市
は
淀
川
本
流
か
ら
は
離
れ
て
い
る
が
、
淀
川
に
よ
り
近
い
と
い
う
意
味
で
は
、
勝
尾
寺
か
ら
十
キ
ロ
ほ
ど
東
の
と

こ
ろ
に
山
蔭
ゆ
か
り
の
総
持
寺
（
現
茨
木
市
）
が
当
時
建
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
（
28
）。
総
持
寺
は
山
蔭
が
父
高
房
（
七
九
五
～
八
五
二
）
の
造
仏

の
願
を
果
た
す
た
め
に
建
立
し
た
も
の
で
、
山
蔭
が
清
和
の
頭
陀
行
に
随
行
し
て
い
た
時
は
、
造
営
の
最
中
で
あ
っ
た
。
山
蔭
は
随
行
の
最

中
で
あ
っ
た
元
慶
三
年
十
二
月
八
日
に
摂
津
国
の
班
田
検
校
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（⽝
三
実
⽞）。
総
持
寺
創
建
は
山
蔭
が
班
田
検
校
に
任
じ

ら
れ
た
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
（
29
）、
実
際
に
は
建
立
は
そ
の
前
か
ら
始
め
ら
れ
、
歴
覧
随
行
時
に
は
進
捗
状
況
の
視
察
と
班
田
検
校
が
行
わ
れ
た
、

と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
総
持
寺
が
完
成
し
て
い
た
な
ら
、
頭
陀
行
を
行
う
一
寺
院
に
選
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

勝
尾
寺
の
史
料
上
の
初
見
は
清
和
歴
覧
の
時
と
さ
れ
て
い
る
が
、
縁
起
類
（
30
）に
よ
る
と
創
建
は
光
仁
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
開
成
皇
子
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
、
清
和
歴
覧
時
よ
り
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
。
勝
尾
寺
は
や
が
て
総
持
寺
の
別
院
に
な
る
が
（
31
）、
そ
の
関
係
は
山
蔭
が
つ
け

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
寺
間
の
距
離
は
前
述
の
よ
う
に
近
く
、
本
尊
も
両
寺
と
も
観
音
（
勝
尾
寺
は
十
一
面
、
総
持
寺
は
千
手
）
で
あ
り
、
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後
に
は
西
国
三
十
三
ケ
所
観
音
霊
場
の
う
ち
、
勝
尾
は
二
十
三
番
、
総
持
寺
は
二
十
二
番
の
札
所
と
な
る
。

こ
う
し
た
後
世
の
両
寺
の
関
係
性
を
見
る
と
、
そ
の
前
提
は
清
和
歴
覧
時
に
形
成
さ
れ
、
直
接
的
に
は
山
蔭
に
よ
り
つ
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
山
蔭
は
建
立
中
の
総
持
寺
の
寺
勢
拡
大
の
た
め
、
歴
史
あ
る
勝
尾
寺
と
の
関
係
性
を
つ
け
る
こ
と
を
企
図
し
、
そ
の
た
め
歴
覧
寺

院
の
一
寺
と
し
て
勝
尾
寺
が
選
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

海
印
寺
は
帰
路
に
お
け
る
最
後
の
寺
院
で
、
直
接
的
に
は
桂
川
水
路
利
用
の
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
寺
院
で
あ
る
。
創
建
者

で
あ
る
道
雄
が
定
額
寺
と
年
分
度
者
二
人
の
確
保
を
請
う
た
上
表
文
に
よ
る
と
（
32
）、
鎮
護
国
家
の
た
め
華
厳
・
真
言
を
中
心
と
し
た
八
宗
兼
学

の
道
場
で
、
堂
舎
尊
像
に
は
皇
家
建
築
の
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
室
・
朝
廷
の
支
持
の
も
と
に
創
建
さ
れ
た
寺
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
。⽝
東
大
寺
要
録
⽞
第
九
末
寺
章
に
は
清
和
の
父
文
徳
創
建
の
東
大
寺
末
寺
と
あ
る
。
清
和
歴
覧
時
点
で
は
歴
史
は
比
較
的
新
し
い
寺
院

で
は
あ
っ
た
が
、
当
時
は
⽛
此
寺
僧
等
惣
百
余
人
⽜
と
あ
る
よ
う
に
（
33
）、
相
当
規
模
の
寺
院
で
あ
っ
た
。

頭
陀
行
最
初
の
寺
院
が
東
大
寺
で
、
締
め
く
く
り
が
恐
ら
く
は
当
時
既
に
東
大
寺
の
影
響
下
に
あ
り
同
じ
く
鎮
護
国
家
を
果
た
す
こ
と
を

目
的
と
し
た
清
和
の
父
ゆ
か
り
の
海
印
寺
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

（
二
）
選
定
の
背
景

前
節
で
は
選
定
理
由
が
う
か
が
わ
れ
る
個
々
の
寺
院
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
が
、
本
節
で
は
選
定
を
支
え
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
花
川
氏
は
清
和
の
歴
覧
の
背
景
と
し
て
伝
統
的
山
林
修
行
と
五
台
山
巡
礼
の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
（
34
）。
そ
う
し
た
指
摘
に
異
論
は
な
い

が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
要
素
に
い
く
つ
か
の
点
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

Ａ
、
名
山

前
述
の
よ
う
に
清
和
は
⽛
名
山
仏
壠
⽜
を
歴
覧
し
た
が
、⽛
名
山
仏
壠
⽜
と
は
名
山
及
び
名
山
に
所
在
す
る
仏
寺
の
こ
と
と
理
解
し
た
。⽛
名

山
⽜
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
持
統
天
皇
六
年
（
六
九
二
）
五
月
辛
巳
条
の
⽛
名
山
岳
瀆
⽜
を
皮
切
り
に
、⽝
続
日
本
紀
⽞
な
ど
に
頻
出
す
る
。⽛
名
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山
岳
瀆
⽜
は
⽝
後
漢
書
⽞
な
ど
に
見
え
る
語
で
、⽛
名
あ
る
山
岳
・
瀆か

わ

（
大
河
・
大
川
）⽜
と
読
ま
れ
、
奈
良
・
平
安
期
に
は
吉
野
水
分
神
な

ど
の
竜
神
に
祈
雨
使
が
派
遣
さ
れ
た
（
35
）。
祈
雨
の
対
象
と
さ
れ
た
名
山
は
⽝
延
喜
式
⽞
巻
三
⽛
臨
時
祭
⽜
に
祈
雨
神
と
し
て
記
さ
れ
た
諸
社
の

う
ち
、
大
和
国
の
場
合
は
巨
勢
・
賀
茂
・
当
麻
・
大
坂
・
胆
駒
・
石
村
・
耳
成
・
養
父
・
都
祁
・
長
谷
・
忍
坂
・
飛
鳥
・
畝
傍
・
吉
野
の
諸

山
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
36
）。

名
山
は
祈
雨
神
が
鎮
坐
す
る
山
で
班
幣
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寺
院
は
所
在
し
て
い
た
と
し
て
も
当
初
は
祈
雨
の
対
象
と
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
に
聖
武
上
皇
の
病
気
平
癒
を
期
し
て
京
師
・
畿
内
の
諸
寺
及
び
諸
名
山
・
浄

処
に
対
し
て
薬
師
悔
過
を
行
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
（
37
）。
こ
こ
で
の
名
山
は
山
岳
信
仰
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
山
と
さ

れ
て
お
り
（
38
）、
香
山
寺
が
こ
の
名
山
の
中
に
含
ま
れ
香
山
寺
の
事
実
上
の
初
見
記
事
と
も
さ
れ
て
い
る
（
39
）。

天
平
十
七
年
以
降
、
名
山
へ
の
祈
雨
に
関
す
る
記
事
は
極
め
て
少
な
く
な
る
が
（
40
）、
班
幣
の
み
な
ら
ず
大
般
若
・
金
剛
般
若
の
転
読
も
行
わ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
（
41
）、
名
山
所
在
の
寺
院
も
対
象
と
さ
れ
、
そ
の
機
能
へ
の
期
待
度
が
高
ま
っ
て
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

名
山
は
祈
雨
神
が
鎮
坐
す
る
山
で
祈
雨
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
が
、
悔
過
や
経
典
の
転
読
が
行
わ
れ
る
場
合
は
そ
こ
に
所
在
す
る
寺
院
も

対
象
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
名
山
所
在
の
寺
院
へ
の
注
目
、
と
い
う
動
き
が
八
世
紀
半
ば
頃
よ
り
見
ら
れ
始
め
た
と

い
え
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
名
山
の
中
で
も
と
り
わ
け
七
つ
の
山
が
七
高
山
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
。
七
高
山
と
は
、
畿
内
あ
る
い
は
そ
の

近
郊
の
山
で
あ
る
比
叡
・
比
良
・
伊
吹
・
神か

峰ぶ

・
愛
宕
・
金
峰
・
ᷤ
城
の
諸
山
で
、
承
和
三
年
（
八
三
六
）
に
天
下
五
穀
を
祈
る
た
め
そ
こ

で
薬
師
悔
過
の
修
法
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
山
は
神
峰
山
（
42
）を
除
い
て
は
標
高
千
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
高
さ
を

有
す
る
文
字
通
り
の
高
山
で
あ
る
。
こ
の
七
高
山
を
め
ぐ
っ
て
は
検
討
す
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
岡
野
浩
二
氏
の
研
究
に

譲
る
こ
と
と
し
た
い
（
43
）。
こ
こ
で
は
吉
野
の
金
峰
山
が
七
高
山
の
一
つ
で
あ
り
、
吉
野
の
高
山
で
清
和
は
虫
害
予
防
の
祭
祀
を
し
ば
し
ば
行
っ

た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
（
44
）。

こ
う
し
た
名
山
所
在
の
寺
院
へ
の
注
目
は
、
九
世
紀
に
顕
著
に
な
っ
て
く
る
霊
験
寺
院
の
定
着
化
と
も
同
時
並
行
的
に
進
行
し
た
と
思
わ
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れ
る
。

Ｂ
、
霊
験
寺
院
の
定
着
化

清
和
が
歴
覧
し
た
寺
院
の
す
べ
て
が
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
霊
験
寺
院
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
霊
験
寺
院
と
認
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
清
和
歴
覧
を
契
機
に
一
種
の
権
威
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
霊
験
化
が

促
進
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

正
史
で
初
め
て
⽛
霊
験
⽜
と
さ
れ
た
寺
院
は
長
谷
・
壺
坂
寺
で
（
45
）、
子
嶋
寺
も
両
寺
に
次
ぐ
霊
験
寺
院
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
し
（
46
）、
香
山
も
加
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
47
）。
ま
た
、
清
和
上
皇
不
予
に
際
し
て
平
癒
の
た
め
に
功
徳
を
修
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
寺
院
は
、

新
薬
師
・
四
天
王
・
香
山
・
長
谷
・
壺
坂
・
崇
福
・
梵
釈
・
現
光
・
神
野
・
三
松
・
子
嶋
・
龍
門
の
十
二
ケ
寺
で
あ
っ
た
（
48
）。
長
谷
・
壺
坂
・

子
嶋
を
含
め
こ
れ
ら
十
二
ケ
寺
は
霊
験
寺
院
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
霊
験
に
よ
り
病
気
平
癒
が
期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

の
寺
院
に
清
和
が
歴
覧
し
た
香
山
・
現
光
（
比
蘇
）・
神
野
・
龍
門
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
清
和
歴
覧
に
よ
り
霊
験

寺
院
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
例
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
れ
ら
十
二
ケ
寺
の
う
ち
、
新
薬
師
・
四
天
王
と
詳
細
不
明
の
三
松
寺
を
除
く
九
ケ
寺
は
山
林
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
49
）。
寺
院
が
そ
の

霊
験
性
を
主
張
し
そ
れ
が
認
知
さ
れ
る
利
点
は
、
私
寺
の
場
合
、
長
谷
・
壺
坂
寺
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
定
額
寺
に
預
か
り
経
済
的
安
定
性
を

得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
側
か
ら
す
る
な
ら
そ
れ
ら
の
霊
験
寺
院
を
配
下
に
組
み
入
れ
、
そ
の
管
理
統
制
を
通
じ
て
国
へ
の
法
施
を
増
す
こ

と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
九
世
紀
は
名
山
に
お
け
る
寺
院
へ
の
注
目
と
寺
院
自
体
の
霊
験
化
が
進
行
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
清

和
の
諸
寺
歴
覧
の
背
景
と
し
て
踏
ま
え
て
お
き
、
頭
陀
行
を
行
っ
た
寺
院
の
多
く
が
標
高
の
高
低
は
別
と
し
て
も
山
岳
所
在
の
山
林
寺
院
で

あ
っ
た
こ
と
に
改
め
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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四
、
諸
寺
歴
覧
の
目
的
と
そ
の
意
義

本
章
で
は
清
和
の
諸
寺
歴
覧
の
目
的
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
花
川
氏
は
清
和
の
私
的
仏
教
信
仰
の
側

面
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
清
和
の
山
林
修
行
へ
の
関
心
、
五
台
山
信
仰
の
深
化
、
さ
ら
に
隠
遁
思
想
が
反
映
す
る
こ
と
に
よ
り
清
和
の
諸

寺
歴
覧
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
（
50
）。
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
花
川
氏
が
課
題
と
し
て
保
留
し
た
臨
終
時
の
様
相
を
踏
ま
え
て

内
的
動
機
と
い
う
視
点
か
ら
歴
覧
の
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。
歴
覧
の
目
的
と
し
て
考
え
得
る
の
は
、
病
気
平
癒
、
罪
障
消
滅
、
願
求
往
生
、

な
ど
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
病
気
平
癒

前
掲
の
歴
覧
寺
院
表
を
見
る
と
、
本
尊
を
薬
師
如
来
と
す
る
寺
院
が
目
に
付
く
。
そ
の
た
め
、
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
清
和
が
そ
の
回
復
祈

願
を
目
的
と
し
て
歴
覧
を
行
っ
た
、
と
い
う
考
え
は
成
立
し
得
よ
う
。

清
和
は
病
気
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
瀧
浪
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
の
譲
位
の
詔
（⽝
三
実
⽞
同
年

十
一
月
二
十
九
日
条
）
に
は
、⽛
熱
病
頻
発
、
御
体
病
弱
、
不
甚
聴
朝
政
⽜
と
あ
る
。
そ
う
し
た
持
続
的
な
体
調
不
調
に
加
え
⽛
災
異
繁
見
、

天
下
無
寧
⽜
と
あ
る
よ
う
に
打
ち
続
く
災
害
に
よ
る
心
労
が
重
な
り
、⽛
憂
傷
弥
甚
⽜
と
い
う
状
態
に
あ
る
と
す
る
。
心
身
不
調
は
譲
位
た
め

の
建
前
的
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
瀧
浪
氏
は
清
和
の
体
調
不
良
は
こ
こ
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
良

房
の
死
（
八
七
二
年
）
を
き
っ
か
け
に
心
身
不
調
に
陥
り
、
打
ち
続
く
災
害
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
、
と
見
る
（
51
）。
良
房
の
死
は
清
和
二
十

三
歳
の
時
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
歴
覧
直
前
の
元
慶
三
年
に
は
幼
少
時
か
ら
帰
依
し
て
い
た
真
雅
と
、
清
和
即
位
へ
の
伏
線
を
敷
い
た
存
在
と

も
い
え
る
淳
和
太
皇
太
后
正
子
内
親
王
が
相
次
い
で
没
し
た
こ
と
も
清
和
に
と
っ
て
は
衝
撃
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
家
の
背
景
で
あ
っ
た
と
す

る
（
52
）。
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清
和
が
生
ま
れ
つ
き
病
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
見
出
し
が
た
い
（
53
）。
譲
位
か
ら
出
家
へ
の
経
緯
を
見
る
と
、
体
調
面
と
い
う
よ
り

も
精
神
面
か
ら
来
る
不
調
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
身
近
な
人
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
無
常
観
・
厭
世
観
を
感
じ
、
出
家
が
行

わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
清
和
が
無
常
観
・
厭
世
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
直
接
的
史
料
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

清
和
が
出
家
の
た
め
に
清
和
院
か
ら
粟
田
院
に
移
っ
た
時
に
、⽛
あ
や
も
ち
⽜
と
い
う
人
物
（
伝
な
ど
未
詳
）
が
詠
ん
だ
⽝
古
今
和
歌
集
⽞
所

載
の
次
の
歌
は
、
間
接
的
な
が
ら
示
唆
的
で
あ
る
。

憂
き
め
を
ば
よ
そ
目
と
の
み
ぞ
逃
れ
行
く
雲
の
あ
は
た
つ
山
の
ふ
も
と
に
（
一
一
〇
五
番
）

意
味
は
⽛
こ
の
世
の
つ
ら
い
こ
と
な
ど
は
他
所
目
（
よ
そ
め
）
に
見
る
ば
か
り
に
し
よ
う
と
逃
れ
て
い
く
の
だ
。
白
雲
が
薄
く
立
ち
昇
る

あ
の
山
の
麓
に
⽜
と
解
さ
れ
て
い
る
（
54
）。
出
家
す
る
清
和
に
成
り
代
わ
っ
て
そ
の
心
境
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
清
和
の
出
家
は
他
者
か
ら

み
て
も
厭
世
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
他
に
も
説
話
で
は
あ
る
が
清
和
の
心
情
を
う
か
が
え
る
話
が
あ
る
の

で
（
55
）、
そ
れ
ら
に
よ
り
清
和
は
無
常
観
・
厭
世
観
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

精
神
面
で
は
な
く
肉
体
的
に
体
調
が
不
調
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
半
年
近
く
の
頭
陀
行
な
ど
は
行
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
精
神
面
で
は
不

調
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
頭
陀
行
を
行
え
る
だ
け
の
体
力
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
帰
還
後
八
ヶ
月
ほ
ど
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
と
頭
陀
行

と
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
頭
陀
行
が
死
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
っ
た
な
ら
、
死
に
至
る
ま
で
の
八
ヶ
月
ほ
ど
の
期
間
は
や
や
長

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
56
）。

以
上
の
事
か
ら
、
清
和
の
頭
陀
行
の
目
的
を
病
気
平
癒
の
祈
願
の
た
め
、
と
す
る
の
は
説
得
力
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
。

（
二
）
願
求
往
生

清
和
が
行
っ
た
頭
陀
行
の
具
体
的
様
子
は
う
か
が
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
帰
還
後
に
専
念
し
た
仏
道
修
行
の
様
子
を
語
る
記
述
は
参

考
に
な
ろ
う
。⽝
崩
伝
⽞
で
は
帰
還
か
ら
崩
御
に
至
る
ま
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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不
御
酒
酢
塩
豉
、
隔
二
三
日
、
一
進
斎
飯
、
六
時
苦
修
、
焦
毀
如
削
、
断
除
業
累
、
禅
念
逾
劇
、
恆
厭
此
身
、
欲
不
御
膳
而
捨
之
、
至

夫
沙
門
修
練
者
之
所
難
行
、
緇
徒
精
進
者
之
為
高
迹
、
雖
尊
居
極
而
盡
蹈
之
矣
、
寝
疾
大
漸
、
命
近
侍
僧
等
、
誦
金
剛
輪
陀
羅
尼
、
正

向
西
方
、
結
跏
趺
座
、
手
作
結
定
印
而
崩
。

酒
・
酢
・
塩
・
豉
（
味
噌
）
な
ど
を
断
ち
、
食
事
も
二
三
日
に
一
度
と
し
、
修
練
者
で
も
難
行
と
す
る
よ
う
な
苦
行
に
た
ゆ
む
こ
と
な
く

身
を
削
る
よ
う
に
勤
し
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
最
後
は
、
西
方
に
向
か
い
結
跏
趺
坐
し
て
手
に
定
印
を
結
び
崩
じ
た
。

恐
ら
く
歴
覧
中
の
頭
陀
行
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
身
を
削
る
よ
う
な
苦
行
に
よ
り
無
理
が

た
た
り
結
果
と
し
て
死
を
早
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
は
極
楽
往
生
を
願
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
の
で
、
頭
陀
行
は
願

求
往
生
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
、
と
い
う
想
定
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
た
だ
、
往
生
の
た
め
の
行
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
身
を
犠
牲

に
す
る
捨
身
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
捨
身
行
は
断
食
・
入
水
・
焼
身
・
投
身
な
ど
の
行
で
、
一
種
の
自
殺
行
為
で
あ
る
。

⽝
日
本
往
生
極
楽
記
⽞
を
始
め
と
す
る
一
連
の
往
生
伝
に
お
い
て
、
初
期
の
往
生
伝
に
は
こ
う
し
た
狂
信
的
な
往
生
者
が
記
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、⽝
法
華
験
記
⽞⽝
拾
遺
往
生
伝
⽞⽝
後
拾
遺
往
生
伝
⽞
な
ど
平
安
中
後
期
の
往
生
伝
に
至
っ
て
、
こ
う
し
た
ヒ
ス

テ
リ
ッ
ク
な
願
生
者
が
次
々
と
現
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
57
）。⽛
は
じ
め
に
⽜
の
と
こ
ろ
で
記
し
た
が
、⽝
後
拾
遺
往
生
伝
⽞
に

至
っ
て
清
和
は
往
生
者
と
し
て
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
清
和
は
下
巻
の
一
と
い
う
位
置
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
吉
原
浩
人
氏
は
、
選
者
為
康
に
と
っ
て
天
皇
は
最
早
特
殊
な
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
58
）。
清
和

は
天
皇
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
狂
信
的
修
行
を
行
っ
た
往
生
者
の
一
人
と
し
て
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
為
康
は
清
和
の
頭
陀
行
と

帰
還
後
の
行
を
往
生
行
と
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
為
康
の
認
識
を
そ
の
ま
ま
清
和
の
意
図
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
頭
陀
行
の
目
的

の
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
罪
障
消
滅

頭
陀
行
が
往
生
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
目
的
達
成
の
た
め
に
苦
行
を
行
っ
た
と
す
る
だ
け
で
は
理
由
と
し
て
一
般
的
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
々
補
足
し
て
お
き
た
い
。
注
目
し
た
い
の
が
、
臨
終
に
際
し
て
金
剛
輪
陀
羅
尼
が
読
誦
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

金
剛
輪
陀
羅
尼
と
い
う
名
称
に
は
異
同
も
少
な
く
な
い
が
、⽛
大
金
剛
輪
陀
羅
尼
⽜
の
名
称
が
定
着
し
て
お
り
、
煩
悩
・
業
障
の
摧
破
や
滅
罪

の
徳
が
あ
る
と
さ
れ
る
陀
羅
尼
で
あ
る
（
59
）。
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
密
教
部
（
十
八
～
二
十
一
巻
）
の
阿
閦
如
来
・
馬
頭
観
音
・
不
動
明
王
・
甘

露
軍
荼
利
菩
薩
・
烏
芻
渋
摩
明
王
な
ど
の
儀
軌
類
に
、
十
三
種
収
め
ら
れ
て
い
る
（
60
）。

金
剛
輪
陀
羅
尼
読
誦
の
実
施
例
に
つ
い
て
、
今
後
の
精
査
は
必
要
で
あ
る
が
現
在
の
と
こ
ろ
清
和
の
⽝
崩
伝
⽞
以
前
に
は
他
に
事
例
を
見

出
し
て
い
な
い
。
金
剛
輪
陀
羅
尼
そ
の
も
の
は
奈
良
時
代
に
は
既
知
の
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
（
61
）、
実
際
は
空
海
ら
の
密
教
僧
に
よ
り

広
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
62
）。
清
和
臨
終
の
際
に
こ
の
陀
羅
尼
読
誦
を
勧
め
た
僧
は
宗
叡
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

当
時
、
願
求
往
生
の
た
め
の
行
が
阿
弥
陀
関
係
の
経
典
読
誦
や
念
仏
な
ど
に
特
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
金
剛
輪
陀
羅
尼
な

ど
の
陀
羅
尼
の
読
誦
が
行
わ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
往
生
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
陀
羅
尼
読
誦
に
よ
り
生
前
の
罪
障
の
消
滅
を

願
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
行
為
が
頭
陀
行
と
も
連
動
す
る
の
で
あ
る
な
ら
（
頭
陀
行
中
に
こ
の
陀
羅
尼
が
唱
え

ら
れ
て
い
た
な
ら
）、
頭
陀
行
の
目
的
も
罪
障
消
滅
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
清
和
に
と
っ
て
消
滅
す
べ
き
罪
障
と
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
破
戒
行
為
で
あ
ろ
う
が
、
在
位

中
の
天
皇
と
し
て
の
責
任
に
関
わ
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
譲
位
の
詔
中
の
⽛
災
異
繁
見
、
天
下
無
寧
⽜
と
い
う
表
現
か
ら
う

か
が
え
る
よ
う
に
、
頻
発
す
る
地
震
・
飢
饉
・
疫
病
な
ど
の
災
害
は
天
皇
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
（
63
）。
特
に
火
災
な
ど
の
災
異
は
穢
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
穢
の
払
拭
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
火
災
に
関
し
て
在
位
中
の
大
き
な
出
来
事
は
応
天
門
の
変
で
あ
っ
た
。
事
件
の
処
理
に
天
皇
と
し
て
心
労
を
重
ね
た
こ
と
は
想
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像
に
難
く
な
い
。⽝
崩
伝
⽞
で
も
応
天
門
の
変
の
事
に
記
述
を
割
い
て
い
る
。
伴
善
男
を
罪
科
に
処
す
時
に
善
男
は
承
服
し
な
か
っ
た
の
で
、

臣
下
の
中
に
は
善
男
の
罪
を
疑
う
も
の
も
い
た
が
、
清
和
は
刑
を
断
行
し
た
。
そ
の
た
め
、⽛⽝
聖
仁
は
必
ず
勇
あ
り
⽞
と
は
こ
の
こ
と
か
⽜、

と
褒
め
称
え
ら
れ
た
と
あ
る
（
64
）。
清
和
の
判
断
は
衆
目
が
一
致
し
て
納
得
し
た
判
断
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
合
い
が
⽛
勇
⽜
と
い
う
語

に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
拠
不
十
分
な
ま
ま
善
男
を
罪
に
処
し
た
こ
と
は
、
冤
罪
の
可
能
性
が
残
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
後
悔
め
い
た
思
い
が
清
和
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
為
政
者
が
犯
し
た
⽛
罪
障
⽜
を
諸
寺
歴
覧
に
よ
り
消
滅
（
贖
罪
）
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
歴
覧
寺
院
の
本
尊
で
あ
る
薬
師
は
当
時
は
悔
過
の
対
象
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
（
65
）、
病
気
平
癒
と
い
う
よ
り
も

罪
障
消
滅
が
期
待
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
諸
寺
歴
覧
の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
い
ず
れ
も
可
能
性
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
ど
れ
か
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
理
由
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
第
三
節
で
述
べ
た
罪
障
消
滅
が
可
能
性
と
し
て
は
高
く
、
そ
の
こ
と
を
基
底
と
し
て
一
・
二
節
で
述
べ
た

要
素
が
絡
ん
で
い
た
、
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

清
和
の
諸
寺
歴
覧
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
と
目
的
な
ど
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
迫
っ
て
み
よ
う
と
し
た
。
特
に
歴
覧
し
た
十
三
の
寺
院
に

つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
個
々
に
は
深
入
り
し
な
か
っ
た
た
め
、
論
じ
残
し
た
こ
と
は
多
い
。
そ
れ
ら
は
別
な
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。

清
和
が
歴
覧
し
た
寺
院
は
標
高
の
高
低
は
別
に
し
て
も
、
大
半
は
名
山
と
さ
れ
て
い
た
山
岳
所
在
の
霊
験
寺
院
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
歴

覧
は
九
世
紀
に
顕
著
に
な
っ
て
い
た
寺
院
の
霊
験
化
の
主
張
と
そ
の
認
定
、
と
い
う
動
き
を
背
景
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
歴

覧
し
た
寺
院
は
無
作
為
に
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
選
択
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
必
然
性
の
背
景
に
は
、
天
皇
経
験
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者
な
ら
で
は
の
為
政
者
が
抱
え
て
い
た
事
情
が
絡
ん
で
い
た
。

そ
う
し
た
点
で
は
清
和
の
歴
覧
行
為
の
意
義
付
け
は
仏
教
史
の
み
な
ら
ず
、
政
治
史
的
視
点
か
ら
も
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
の
掘
り
下
げ
も
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
が
、
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
諸
寺
歴
覧
の
時
点
で
陽
成
天
皇
は
成
人
前
の
十
二
歳
で
あ
っ

た
。
清
和
は
後
に
定
着
す
る
院
政
の
様
に
幼
少
天
皇
を
上
皇
が
輔
佐
す
る
と
い
う
体
制
を
と
ら
ず
、
自
身
が
良
房
の
輔
佐
を
受
け
た
こ
と
を

踏
ま
え
て
同
様
の
事
を
基
経
に
委
ね
た
。
政
治
に
は
関
与
し
な
い
と
い
う
意
志
を
明
確
に
示
し
た
の
が
、
半
年
間
に
渉
る
（
半
年
間
都
を
空

け
る
と
い
う
こ
と
）
諸
寺
歴
覧
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
。
歴
覧
の
帰
還
先
が
出
発
地
の
清
和
院
や
粟
田
院
で
は
な
く
水
尾
山
寺
で
あ
っ
た
こ

と
も
、
遁
世
の
意
志
を
明
確
に
示
し
た
行
為
と
い
え
よ
う
。
清
和
は
い
わ
ゆ
る
⽛
摂
関
政
治
⽜（
清
和
期
に
は
ま
だ
関
白
は
設
置
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
厳
密
に
は
⽛
摂
政
政
治
⽜
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
）
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
意
志
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

諸
寺
歴
覧
を
そ
う
し
た
視
点
か
ら
位
置
づ
け
て
い
く
検
討
も
今
後
求
め
ら
れ
よ
う
。

清
和
の
諸
寺
歴
覧
に
は
実
態
が
不
明
な
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
物
見
遊
山
的
側
面
の
有
無
は
確
認
し
難
い
。
清
和
が
第
四
章
で

述
べ
た
よ
う
な
目
的
で
歴
覧
を
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
物
見
遊
山
的
要
素
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
清
和
の
歴
覧
中

に
お
い
て
旅
に
付
き
も
の
の
そ
う
し
た
側
面
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
判
断
す
る
一
つ
の
基
準
は
、⽛
寄
り
道
⽜

の
有
無
で
あ
る
。
清
和
が
行
っ
た
歴
覧
の
順
路
に
は
、
当
時
す
で
に
霊
験
な
ど
で
名
を
馳
せ
て
い
た
よ
う
な
寺
院
や
名
刹
が
少
な
か
ら
ず
存

在
し
て
い
た
が
、
つ
い
で
に
そ
れ
ら
に
立
ち
寄
っ
た
形
跡
は
見
出
し
が
た
い
（
66
）。
宇
多
の
場
合
は
寄
り
道
を
し
て
法
華
寺
に
立
ち
寄
っ
た
り
、

つ
い
で
に
龍
門
寺
に
向
か
っ
た
り
し
て
い
る
（
67
）。
目
的
以
外
の
寺
院
に
立
ち
寄
っ
た
か
ど
う
か
の
違
い
が
、
清
和
と
宇
多
の
間
に
は
見
ら
れ
、

そ
こ
に
両
者
の
歴
覧
の
質
的
違
い
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
宇
多
の
よ
う
に
⽛
寄
り
道
⽜
を
し
な
が

ら
の
参
詣
形
態
は
、
藤
原
道
長
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
（
68
）。
こ
う
し
た
宇
多
や
道
長
と
の
違
い
に
、
清
和
の
諸
寺
歴
覧
の
画
期
性
を
求
め
て
お
き

た
い
。
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注

（
⚑
）
堀
一
郎
⽝
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
（
二
）⽞
宗
教
史
編
、
九
十
二
頁
（
一
九
五
三
年
、
創
元
社
）、
堀
池
春
峰
⽛
修
験
道
と
吉
野
⽜（
初
出
は

一
九
七
二
年
、
同
⽝
南
都
仏
教
史
の
研
究
⽞
下
所
収
、
一
九
八
二
年
、
法
蔵
館
）、
同
⽛
仏
典
と
写
経
⽜（
初
出
は
一
九
八
三
年
、
同
⽝
南
都
仏
教
史
の

研
究
⽞
遺
芳
編
所
収
、
二
〇
〇
四
年
、
法
蔵
館
）。
新
城
常
三
⽝
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
⽞
九
頁
（
一
九
八
二
年
、
塙
書
房
）
な
ど
。

な
お
、
天
皇
の
寺
院
参
詣
の
先
例
と
し
て
、
孝
謙
天
皇
に
よ
る
智
識
寺
を
中
心
と
す
る
河
内
六
ケ
寺
行
幸
（⽝
続
日
本
紀
⽞
天
平
勝
宝
八
年
〈
七
五
六
〉

二
月
二
十
五
日
条
）
が
あ
る
が
、
一
日
で
六
ケ
寺
を
参
詣
し
終
え
て
お
り
移
動
距
離
も
四
キ
ロ
ほ
ど
で
、
規
模
な
ど
の
点
で
本
稿
が
対
象
と
す
る
清
和

の
先
例
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
お
、
孝
謙
天
皇
の
河
内
六
ケ
寺
行
幸
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
図
録
四
十
四
⽝
河
内
古
代
寺

院
巡
礼
⽞（
二
〇
〇
七
年
）、
竹
内
亮
⽛
智
識
寺
小
考
⽜（
奈
良
女
子
大
学
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
報
告
集
Ｖ
Ｏ
Ｌ
二
十
四
⽝
古
代
都
市
と
そ

の
思
想
⽞
所
収
、
二
〇
〇
九
年
二
月
）
な
ど
参
照
。

（
⚒
）
和
歌
森
太
郎
氏
は
そ
の
著
に
お
い
て
、
抖
擻
と
頭
陀
は
ほ
ぼ
同
義
と
し
な
が
ら
、
頭
陀
は
行
脚
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
と
し
、
抖
擻
に
は
そ
の
上
に

苦
行
性
を
含
ま
せ
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
（
同
⽝
修
験
道
史
研
究
⽞
十
二
頁
、
初
刊
は
一
九
四
二
年
、
一
九
七
二
年
再
刊
、
平
凡
社

東
洋
文
庫
）。

（
⚓
）
花
川
真
子
⽛
清
和
太
上
天
皇
の
諸
寺
巡
礼
と
仏
教
信
仰
⽜（⽝
古
代
文
化
⽞
六
十
九
─
三
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）。

（
⚔
）
吉
原
浩
人
氏
は
⽝
後
拾
遺
往
生
伝
⽞
所
載
の
清
和
伝
は
⽝
三
実
⽞
の
⽝
崩
伝
⽞
の
文
を
四
字
句
に
整
え
た
程
度
で
、
全
面
的
に
⽝
三
実
⽞
に
依
拠

し
て
い
る
と
す
る
（
同
⽛
日
本
往
生
極
楽
記
と
院
政
期
往
生
伝
⽜〈
本
田
義
憲
他
編
⽝
説
話
の
講
座
⽞
四
所
収
、
一
九
九
二
年
、
勉
誠
社
〉）。
し
か
し

な
が
ら
、⽝
後
拾
遺
往
生
伝
⽞
で
は
清
和
を
往
生
者
と
す
る
た
め
撰
者
為
康
に
よ
る
改
変
が
一
定
程
度
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
⽝
崩
伝
⽞
と
の
間

の
字
句
の
異
同
は
少
な
く
な
い
。

（
⚕
）
⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
十
月
二
十
四
日
条
に
よ
る
と
、
将
曹
（
左
右
近
衛
府
の
主
典
相
当
官
）・
志
（
六
衛
府
の
主
典
）・
府
生
（
六
衛
府
の
史
生
）

を
府
別
に
一
人
（
以
上
で
合
計
十
四
人
）、
近
衛
・
兵
衛
府
の
門
部
そ
れ
ぞ
れ
十
人
、
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
。

（
⚖
）
生
前
に
は
封
戸
の
辞
退
や
返
納
（⽝
三
実
⽞
元
慶
元
年
閏
二
月
十
五
日
・
同
二
月
二
十
七
日
条
、
元
慶
三
年
二
月
十
七
日
条
）、
十
一
人
の
娘
た
ち
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の
季
料
月
俸
の
停
止
（⽝
三
実
⽞
元
慶
三
年
三
月
七
日
条
）
な
ど
を
行
い
、
葬
儀
に
関
し
て
も
遺
詔
で
官
物
を
費
や
さ
ず
（⽝
三
実
⽞
元
慶
四
年
十
二
月

十
日
条
）、⽛
喪
事
所
須
、
惣
従
省
約
⽜
と
、
簡
素
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
辞
は
儀
礼
的
な
も
の
で
必
ず
し
も
文
字
通
り
受
け
止
め
る
必
要
は
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
応
考
慮
し
て
お
き
た
い
。

（
⚗
）
目
崎
徳
衛
⽛
在
原
業
平
の
歌
人
的
形
成
―
良
房
・
基
経
執
政
期
の
政
治
情
勢
に
お
け
る
―
⽜（
初
出
は
一
九
六
六
年
、
同
⽝
平
安
文
化
史
論
⽞

所
収
、
一
九
六
八
年
、
桜
楓
社
）。

（
⚘
）
花
川
真
子
注
（
⚓
）
の
論
稿
。

（
⚙
）
佐
藤
眞
人
⽛
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
神
仏
隔
離
の
制
度
化
と
宮
廷
仏
事
⽜（
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
、
三
橋
正
編
⽝⽛
神
仏
習
合
⽜
再
考
⽞
所
収
、

二
〇
一
三
年
、
法
蔵
館
）。

（
10
）
⽝
入
唐
五
家
伝
⽞
に
収
め
ら
れ
て
い
る
真
如
の
入
唐
求
法
等
の
模
様
を
伝
え
る
⽝
真
如
親
王
入
唐
略
記
⽞
に
は
、
真
如
の
入
唐
に
同
行
し
た
伊
勢

興
房
に
よ
る
⽝
頭
陀
親
王
入
唐
略
記
⽞
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
真
如
が
入
唐
以
前
か
ら
国
内
で
頭
陀
行
を
願
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
杉
本
直
治

郎
⽝
真
如
親
王
伝
研
究
⽞
一
一
八
頁
参
照
（
一
九
六
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
11
）
吉
田
一
彦
⽛
宗
叡
の
白
山
入
山
を
め
ぐ
っ
て
―
九
世
紀
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
進
展
（
一
）
―
⽜（⽝
仏
教
史
研
究
⽞
五
十
、
二
〇
一
二
年
九

月
）。

（
12
）
花
川
真
子
注
（
⚓
）
の
論
稿
。

（
13
）
福
山
敏
男
⽝
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
⽞（
初
刊
は
一
九
四
八
年
、
一
九
七
八
年
復
刊
、
綜
芸
舎
）
所
収
の
⽛
軽
寺
（
法
輪
寺
）⽜
の
項
。

（
14
）
道
長
の
金
峰
山
参
詣
に
関
す
る
行
程
な
ど
に
つ
い
て
は
、
宮
川
禎
一
⽛
藤
原
道
長
の
金
峰
山
参
詣
⽜（
金
峰
山
埋
経
一
千
年
記
念
特
別
展
覧
会
⽝
藤

原
道
長
―
極
め
た
栄
華
・
願
っ
た
浄
土
―
⽞
所
収
、
二
〇
〇
七
年
、
京
都
国
立
博
物
館
）
参
照
。

（
15
）
堀
池
春
峰
氏
は
龍
門
寺
の
規
模
に
つ
い
て
、
興
福
寺
別
当
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
き
藤
原
道
長
が
治
安
三
年

（
一
〇
二
三
）
に
巡
拝
し
た
十
一
世
紀
初
頭
の
時
点
で
は
相
当
整
備
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
九
世
紀
末
の
頃
の
様
子
は
不
明
で
あ

る
（
同
⽛
竜
門
寺
に
就
い
て
の
一
考
察
⽜、
初
出
は
一
九
五
三
年
、
堀
池
注
（
⚑
）
の
書
の
遺
芳
編
所
収
）。

（
16
）
高
木
訷
元
校
訂
・
訳
注
⽝
高
野
雑
筆
集
⽞
で
は
竜
門
・
長
谷
を
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
・
和
歌
山
所
在
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
渡
部
照
宏
編
⽝
最
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澄
・
空
海
集
〈
日
本
の
思
想
一
〉⽞
三
九
〇
頁
、
一
九
六
九
年
、
筑
摩
書
房
）。
た
だ
、
同
じ
高
木
氏
の
そ
の
後
の
訳
注
で
は
竜
門
を
奈
良
県
吉
野
に
限

定
し
、
長
谷
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
長
谷
は
奈
良
所
在
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
弘
法
大
師
空
海

全
集
編
輯
委
員
会
編
⽝
弘
法
大
師
空
海
全
集
⽞
第
七
巻
、
一
一
一
頁
、
一
九
八
四
年
、
筑
摩
書
房
）。

（
17
）
海
津
一
郎
⽛
高
野
山
御
手
印
縁
起
と
中
世
国
家
―
紀
州
惣
国
一
揆
の
歴
史
的
前
提
―
⽜
十
三
頁
の
図
一
参
照
（⽝
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史

文
化
史
研
究
所
紀
要
⽞
三
十
八
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）。

（
18
）
北
山
伊
一
⽝
清
和
天
皇
と
水
尾
⽞
二
～
三
頁
（
一
九
三
七
年
、
水
尾
教
育
会
）。

（
19
）
角
川
文
化
振
興
財
団
編
⽝
古
代
地
名
大
辞
典
⽞⽛
水
尾
⽜
の
項
（
一
九
九
九
年
、
角
川
書
店
）。

（
20
）
瀧
浪
貞
子
⽝
藤
原
良
房
・
基
経
⽞
二
九
六
頁
（
二
〇
一
七
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）。

（
21
）
⽝
日
本
文
徳
天
皇
実
録
⽞
斉
衡
二
年
五
月
二
十
三
日
条
。

（
22
）
⽝
三
実
⽞
貞
観
三
年
三
月
十
四
日
条
。

（
23
）
佐
伯
有
清
⽝
高
丘
親
王
入
唐
記
⽞
一
二
三
～
一
二
四
頁
（
二
〇
〇
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
24
）
⽝
東
大
寺
別
当
次
第
⽞（⽝
東
大
寺
要
録
⽞
別
当
章
第
七
）
に
よ
る
と
、
行
平
は
、
第
二
十
八
代
別
当
玄
津
の
時
（
元
慶
元
年
九
月
七
日
）
と
第
三

十
一
代
祥
勢
の
時
（
元
慶
八
年
十
一
月
十
三
日
）
に
俗
別
当
を
勤
め
て
い
る
。

（
25
）
拙
稿
⽛
東
大
寺
恵
珍
と
そ
の
周
辺
⽜（
初
出
は
二
〇
〇
三
年
、
拙
著
⽝
中
世
南
都
の
僧
侶
と
寺
院
⽞
所
収
、
二
〇
〇
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
26
）
猪
熊
兼
繁
⽛
神
野
山
考
⽜（⽝
大
和
志
⽞
四
─
十
一
、
一
九
三
七
年
十
一
月
）。

（
27
）
⽝
類
聚
国
史
⽞
巻
一
八
五
、
貞
観
十
年
（
八
六
八
）
七
月
九
日
条
。

（
28
）
総
持
寺
に
つ
い
て
は
、
岡
野
浩
二
⽛
摂
津
国
総
持
寺
と
藤
原
山
蔭
・
摂
関
家
・
浄
土
寺
⽜
参
照
（
大
隅
和
雄
編
⽝
仏
法
の
文
化
史
⽞
所
収
、
二
〇

〇
三
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
29
）
日
本
歴
史
地
名
大
系
⽝
大
阪
府
の
地
名
⽞
Ⅰ
⽛
総
持
寺
⽜
の
項
（
一
九
八
六
年
、
平
凡
社
）。

（
30
）
⽝
摂
州
島
下
郡
応
頂
山
勝
尾
寺
支
證
類
聚
第
一
縁
起
⽞
な
ど
（⽝
大
日
本
仏
教
全
書
⽞
寺
誌
叢
書
二
所
収
）。

（
31
）
承
平
五
年
（
九
三
五
）
二
月
五
日
付
⽛
摂
津
総
持
寺
資
財
帳
写
⽜（⽝
平
安
遺
文
⽞
新
続
補
遺
二
六
一
号
）。



― 133 ―

（
二
六
）

― 132 ―

北海学園大学人文論集 第 65 号(2018 年⚘月)清和上皇の諸寺歴覧について（追塩）

（
32
）
⽝
類
聚
三
代
格
⽞
巻
二
所
載
、
嘉
祥
四
年
（
八
五
一
）
三
月
二
十
二
日
付
太
政
官
符
。

（
33
）
⽝
類
聚
三
代
格
⽞
巻
二
所
載
、
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
二
月
二
十
二
日
付
太
政
官
符
。

（
34
）
花
川
真
子
注
（
⚓
）
の
論
稿
。

（
35
）
日
本
古
典
文
学
大
系
⽝
日
本
書
紀
⽞
下
巻
、
五
一
五
頁
の
注
三
十
六
・
三
十
七
（
一
九
六
五
年
、
岩
波
書
店
）。

（
36
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
⽝
続
日
本
紀
⽞
第
一
巻
、
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
甲
子
条
に
関
す
る
二
六
四
～
二
六
五
頁
の
補
注
一
の
七
一
⽛
名
山

大
川
⽜
の
項
（
一
九
八
九
年
、
岩
波
書
店
）。

（
37
）
⽝
続
日
本
紀
⽞
天
平
十
七
年
九
月
十
九
日
条
。

（
38
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
⽝
続
日
本
紀
⽞
第
三
巻
、
十
六
頁
の
注
八
（
一
九
九
二
年
、
岩
波
書
店
）。

（
39
）
五
来
重
⽛
山
の
薬
師
・
海
の
薬
師
⽜（
初
出
は
一
九
七
七
年
、
同
編
⽝
薬
師
信
仰
〈
民
衆
宗
教
史
叢
書
⑫
〉⽞
所
収
、
一
九
八
六
年
、
雄
山
閣
出
版
）、

萬
納
恵
介
⽛
香
山
寺
の
創
立
に
つ
い
て
⽜（⽝
奈
良
美
術
研
究
⽞
十
八
、
二
〇
一
七
年
三
月
）
な
ど
。

（
40
）
⽝
続
日
本
後
紀
⽞
承
和
四
年
（
八
三
七
）
六
月
二
十
八
日
条
。

（
41
）
⽝
三
実
⽞
貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）
六
月
十
三
日
条
。
甘
雨
を
祈
る
た
め
西
海
道
を
除
く
六
道
の
境
内
名
山
大
澤
諸
神
に
班
幣
し
大
般
若
・
金
剛

般
若
経
転
読
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

（
42
）
神
峰
山
に
関
し
て
は
、
摂
津
国
島
上
郡
の
神
峰
山
寺
（
高
槻
市
）
と
島
下
郡
の
神
岑
山
寺
（
忍
頂
寺
、
茨
木
市
）
の
二
説
あ
る
。
神
峰
山
の
比
定

も
揺
れ
が
あ
る
が
、
摂
津
一
帯
の
山
林
修
行
の
場
の
総
称
と
す
る
の
が
穏
当
と
考
え
ら
れ
る
（⽝
平
安
時
代
史
事
典
⽞⽛
神
峯
⽜
の
項
〈
舟
形
真
理
子
氏

執
筆
〉、
一
九
九
四
年
、
角
川
書
店
）。

（
43
）
岡
野
浩
二
⽛
七
高
山
薬
師
悔
過
と
七
高
山
阿
闍
梨
⽜（⽝
延
喜
式
研
究
⽞
三
十
、
二
〇
一
五
年
二
月
）。

（
44
）
吉
野
高
山
で
行
わ
れ
た
祭
祀
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
⽝
三
実
⽞
貞
観
元
年
八
月
三
日
条
の
ほ
か
、
同
五
年
二
月
一
日
条
、
同
八
年
七
月
二
日

条
が
関
係
す
る
。

（
45
）
⽝
続
日
本
後
紀
⽞
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
十
二
月
二
十
一
日
条
。
こ
の
と
き
両
寺
は
霊
験
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
、
定
額
寺
に
預
か
っ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
壺
坂
寺
に
関
し
て
、
承
和
十
五
年
（
八
四
八
）
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
の
成
立
と
さ
れ
る
⽝
日
本
感
霊
録
⽞
に
は
、
壺
坂
寺
観
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音
の
霊
験
譚
が
二
話
収
め
ら
れ
て
い
る
（
第
十
三
話
、⽝
南
法
華
寺
古
老
伝
⽞
所
載
の
佚
文
。
本
文
は
辻
英
子
⽝
日
本
感
霊
録
の
研
究
⽞〈
一
九
八
一
年
、

笠
間
書
院
〉
に
よ
る
）。
こ
れ
ら
の
説
話
は
、
九
世
紀
初
頭
に
は
壺
坂
寺
は
霊
験
寺
院
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
補
強
し
、
か
つ
⽛
霊
験
⽜
の
具
体
的
中

身
が
知
ら
れ
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

（
46
）
⽝
三
実
⽞
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
十
月
三
日
条
。

（
47
）
⽝
三
実
⽞
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
三
月
五
日
条
に
よ
る
と
、
紫
宸
殿
で
三
日
間
大
般
若
経
転
読
、
近
京
二
十
六
ケ
寺
と
大
和
香
山
・
長
谷
・
壺
坂

寺
な
ど
で
同
じ
く
三
日
間
金
剛
般
若
経
の
転
読
が
行
わ
れ
て
い
る
。
長
谷
・
壷
坂
寺
と
並
ん
で
香
山
寺
も
霊
験
寺
院
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

（
48
）
⽝
三
実
⽞
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
十
一
月
二
十
九
日
条
。

（
49
）
崇
福
・
梵
釈
寺
は
そ
の
遺
跡
か
ら
、
比
叡
山
系
か
ら
派
生
し
た
尾
根
や
小
丘
の
斜
面
な
ど
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
日
本
歴
史
地
名

大
系
⽝
滋
賀
県
の
地
名
⽞⽛
崇
福
寺
⽜⽛
梵
釈
寺
⽜
の
項
。
一
九
九
一
年
、
平
凡
社
）。
梵
釈
寺
が
山
林
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
舟
ケ
崎
正

孝
⽝
国
家
仏
教
変
容
過
程
の
研
究
⽞
第
三
篇
第
三
章
（
初
出
は
一
九
六
六
年
）
参
照
（
一
九
八
五
年
、
雄
山
閣
出
版
）。

（
50
）
花
川
真
子
注
（
⚓
）
の
論
稿
。

（
51
）
瀧
浪
貞
子
注
（
20
）
の
書
、
二
七
八
、
二
八
一
～
二
八
二
頁
。

（
52
）
同
右
、
二
九
五
頁
。

（
53
）
譲
位
の
近
い
時
期
で
あ
る
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
に
⽛
天
皇
聖
体
乖
預
⽜
と
あ
る
（⽝
三
実
⽞
同
年
八
月
二
十
日
条
）。

（
54
）
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
⽝
古
今
和
歌
集
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
〉⽞
三
三
五
頁
（
一
九
八
九
年
、
岩
波
書
店
）。

（
55
）
説
話
世
界
で
語
ら
れ
て
い
る
早
い
時
期
の
も
の
が
、
三
善
清
行
（
八
四
七
～
九
一
八
）
の
⽝
善
家
秘
記
⽞
で
あ
ろ
う
。⽝
扶
桑
略
記
⽞
元
慶
二
年

（
八
七
八
）
九
月
二
十
五
日
条
に
⽛
善
家
秘
記
言
⽜
と
し
て
、
鬼
と
化
し
た
真
済
の
霊
と
清
和
の
母
明
子
（
八
二
九
～
九
〇
〇
）
を
め
ぐ
る
著
名
な
説

話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
明
子
の
五
十
歳
を
祝
う
奉
賀
の
席
で
明
子
は
人
心
を
失
い
、
鬼
と
夫
婦
の
よ
う
に
杯
を
酌
み
交
わ
し
互
い
に

戯
れ
た
。
清
和
は
そ
の
様
子
を
見
て
⽛
太
悪
厭
世
⽜、
と
あ
る
。
小
峯
和
明
氏
は
、
こ
の
部
分
は
清
和
の
出
家
を
に
お
わ
せ
る
記
述
で
あ
る
と
し
て
い

る
（
同
⽝
説
話
の
森
⽞
四
十
四
頁
、
一
九
九
一
年
、
大
修
館
）。
清
和
が
出
家
し
た
前
年
の
出
来
事
で
あ
る
の
で
、
清
和
の
出
家
へ
の
伏
線
を
語
る
説
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話
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
の
話
は
⽝
真
言
伝
⽞
巻
四
⽛
相
応
和
尚
伝
⽜
に
も
⽝
善
家
秘
記
⽞
が
引
用
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
天
皇
の
厭
世
観
は
⽛
世

ヲ
イ
ト
フ
叡
慮
自
是
甚
タ
シ
⽜
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、⽝
善
家
秘
記
⽞
に
つ
い
て
⽝
真
言
伝
⽞
の
⽛
相
応
和
尚
伝
⽜
で
は
、
明
子
の
老
年
ま
で

仕
え
て
い
た
命
婦
百
済
継
子
の
言
談
を
清
行
が
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
三
月
に
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る
、
と
⽝
秘
記
⽞
成
立
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
て

い
る
。

（
56
）
頭
陀
行
か
ら
水
尾
山
寺
に
帰
還
し
て
か
ら
五
ヵ
月
後
に
な
る
が
、
清
和
は
水
尾
山
寺
に
仏
堂
を
造
営
す
る
た
め
嵯
峨
の
棲
霞
観
に
移
っ
て
い
る

（⽝
三
実
⽞
元
慶
四
年
八
月
二
十
三
日
条
）。
こ
の
時
に
体
調
が
悪
く
な
り
始
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。⽛
聖
体
不
預
⽜
と
明
記
さ
れ
る
の
は
そ
れ

よ
り
三
ヵ
月
後
で
、
棲
霞
観
か
ら
円
覚
寺
（
も
と
の
粟
田
山
荘
）
に
移
っ
て
い
る
（⽝
三
実
⽞
同
年
十
一
月
二
十
五
日
条
）。

（
57
）
日
本
思
想
大
系
⽝
往
生
伝

法
華
験
記
⽞
七
四
九
頁
（
井
上
光
貞
氏
に
よ
る
文
献
解
題
。
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
）。

（
58
）
吉
原
浩
人
、
注
（
⚔
）
の
論
稿
。
天
皇
が
往
生
伝
に
採
録
さ
れ
た
最
初
は
⽝
続
本
朝
往
生
伝
⽞（
大
江
匡
房
）
で
、
そ
こ
で
は
第
一
が
一
条
天
皇
、

第
二
が
後
三
条
天
皇
と
二
人
の
天
皇
が
冒
頭
部
分
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
配
列
が
冒
頭
部
分
で
あ
る
の
は
、
天
皇
は
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
59
）
密
教
辞
典
編
纂
会
編
⽝
密
教
大
辞
典
⽞⽛
大
金
剛
輪
⽜
の
項
（
一
九
三
一
年
初
刊
、
一
九
七
〇
年
増
訂
版
、
法
蔵
館
）。

（
60
）
坂
内
龍
雄
⽝
真
言
陀
羅
尼
⽞
一
一
八
頁
（
一
九
八
一
年
、
平
河
出
版
）。
な
お
、
松
本
照
敬
氏
は
十
四
種
紹
介
し
て
い
る
（
同
⽛⽛
大
金
剛
輪
陀
羅

尼
⽜
考
⽜〈⽝
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
⽞
二
十
七
、
二
〇
〇
四
年
二
月
〉）。

（
61
）
⽝
大
方
広
仏
華
厳
経
⽞
は
奈
良
朝
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
（
石
田
茂
作
⽝
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
⽞
附
録
⽛
奈
良
朝
現
在
一
切

経
疏
目
録
⽜、
一
九
三
〇
年
、
東
洋
文
庫
）、
そ
の
経
に
⽛
金
剛
輪
陀
羅
尼
⽜
の
こ
と
が
見
え
る
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
十
巻
、
三
四
六
頁
上
）。

（
62
）
真
済
が
空
海
よ
り
受
け
た
事
相
教
相
に
関
す
る
諸
口
訣
六
十
二
条
を
集
め
記
し
た
⽝
高
雄
口
訣
⽞（
大
正
新
脩
大
蔵
経
七
十
八
巻
）
で
は
、
天
長

七
年
（
八
三
〇
）
十
月
十
六
日
の
受
法
次
第
に
⽛
誦
金
剛
輪
陀
羅
尼
⽜
と
あ
る
。
ま
た
、
伝
空
海
撰
⽝
金
剛
界
念
誦
次
第
⽞
の
上
巻
に
⽛
大
金
剛
輪
⽜

の
項
が
あ
り
、
そ
こ
に
陀
羅
尼
と
そ
の
功
徳
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
空
海
撰
と
は
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
弟
子
の
円
行
（
七
九
九
～
八
五

二
）
撰
の
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
成
立
は
空
海
の
時
期
に
ま
で
遡
り
え
る
と
さ
れ
て
い
る
（
密
教
文
化
研
究
所
弘
法
大
師
著
作
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研
究
会
編
⽝
定
本
弘
法
大
師
全
集
⽞
第
五
巻
、
甲
田
宥
吽
解
説
三
八
六
頁
、
一
九
九
三
年
、
密
教
文
化
研
究
所
）。

（
63
）
⽝
論
語
⽞
巻
七
⽛
憲
問
編
⽜
に
あ
る
⽛
仁
者
必
勇
⽜
に
依
拠
し
た
表
現
。

（
64
）
貞
観
期
の
災
害
と
そ
れ
に
対
す
る
清
和
天
皇
の
対
応
の
様
相
な
ど
に
つ
い
て
は
、
保
立
道
久
⽝
歴
史
の
中
の
大
地
動
乱
―
奈
良
・
平
安
の
地
震

と
天
皇
―
⽞（
二
〇
一
二
年
、
岩
波
新
書
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
災
害
に
対
処
す
る
責
任
は
為
政
者
た
る
天
皇
に
あ
る
と
い
う
表
現
は
定
型
句
的
な
も

の
と
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
五
月
二
十
六
日
の
い
わ
ゆ
る
貞
観
地
震
の
後
に
出
さ
れ
た
詔
勅
（⽝
三
実
⽞
貞
観

十
一
年
十
月
三
日
条
）
に
見
え
る
⽛
責
深
在
予
⽜
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
保
立
氏
は
こ
の
時
期
の
国
家
と
王
権
が
地
震
・
天
災
に
対
処
す
る
責
任
を

自
覚
し
て
い
た
こ
と
は
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
お
り
（
同
書
、
一
三
九
頁
）、
単
な
る
定
型
句
的
表
現
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
65
）
中
野
玄
三
⽝
悔
過
の
芸
術
⽞
二
・
三
章
（
二
章
・
三
章
の
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
六
五
年
、
一
九
七
一
年
。
一
九
八
二
年
、
法
蔵
館
）。

（
66
）
こ
の
問
題
は
清
和
の
行
幸
・
回
国
伝
承
と
も
関
わ
り
、
別
個
に
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
勝
尾
寺
近
辺
に
は
目
的
以
外
の
寺
院
な
ど

と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。
茨
木
市
の
清
水
村
の
地
名
由
来
譚
は
清
和
の
勝
尾
寺
参
詣
に
ま
つ
わ
る
も

の
で
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
⽝
大
阪
府
の
地
名
⽞
Ⅰ
⽛
清
水
村
⽜、
一
九
八
六
年
、
平
凡
社
）、
勝
尾
寺
参
詣
の
際
に
清
和
は
帝
釈
寺
（
箕
面
市
所
在
）

に
も
訪
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
同
⽛
帝
釈
寺
⽜）。

（
67
）
⽛
枉
道
過
法
華
寺
。
礼
仏
⽜（⽝
扶
桑
略
記
⽞
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
十
月
二
十
三
日
条
）、⽛
路
次
向
龍
門
寺
⽜（
同
、
十
月
二
十
五
日
条
）
な
ど
。

（
68
）
金
峰
山
参
詣
の
際
、
壺
坂
寺
宿
泊
の
後
、
一
端
引
き
返
す
よ
う
な
形
で
観
覚
寺
（
子
嶋
寺
）
に
参
詣
し
て
い
る
（⽝
御
堂
関
白
記
⽞
寛
弘
四
年
〈
一

〇
〇
七
〉
八
月
七
日
条
）。




